
　保　　　育　　　所　　　の　　　概　　　況

保育所名 施設長名

所　在　地

電話番号 FAX番号 認可年月

設置主体

建物構造

利用定員
(利用児童数)

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合　計
※利用児童数は
R8年4月時点

２号定員
　　５２人

（　４９人　）

３号定員
　７人

（　７人　）
　　３８人

（　３４人　）

開所時間 7:30 ～ 17:50
保育短時間の
受入時間帯 9:00 ～ 17:00

保育の提供を
行わない日

職員数 ２３人

職員の主な勤務体制 8:30～17:15 保育士の時差勤務

令和８年４月１日現在

北九州市立　蜷田保育所 福田　理恵

　〒８０２－０８２２　　北九州市小倉南区横代東町二丁目１番１０号

０９３－９６２－４６６０ ０９３－９６２－４６６０ 昭和５０年７月

北九州市
運営主体

（設置主体と異なる場合）

　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　・　鉄骨造　・　木造　・　その他（　　　　　　　   　　　  　）     　　　２階建（　　　　　　　　階部分）

建物延床面積 ４６８．６１㎡

１ 日 の
過ごし方

Ａ7:20～16:05、Ｂ8：00～16:45、Ｃ8:30～17：15、Ｄ9:00～17:45、Ｅ9:25～18:10、Ｆ10：25～19:10

　　５２人
（　　　　４９人　　　　）

　　３１人
（　　　２７人　　）

日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

　内訳　：　施設長（　１人）　保育士（　１９人）　　調理員(委託業者　２人)　　その他（ 　１人）

施設の目的

運営の方針

保育の方針

【施設の目的及び運営の方針】
　保育を必要とする子どもを日々受け入れ、適正な保育の提供を行うことにより、子どもの健全な心身の発達を図ること
を
　目的とします。
　保育の提供に当たっては、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい
　生活の場を提供するよう努めるものとします。

【保育の方針】
　〇家庭との連携の下、子どもが健康で安全に情緒の安定した生活ができる環境を用意し、養護及び教育を一体的に
　行い、子どもの健全な心身の発達を図ります。
　〇保育所の特性や保育士等の専門性を生かし、家庭や地域と連携しながら、子どもの育ちを支えます。

あそび

友だちや保育士と楽しく遊びます

7:30

7時30分に保育所が
開きます

「おはようございます」

12:00

11:00

10:00

９:０0

17:50

15:00

17:00

13:00

ひるね

十分な休息をとります

「いただきます」

栄養バランスの良い給食を食べます

「おかえりなさい」「さようなら、またあした」
迎えの順に帰宅します

※延長保育は１９j時までです

※保育短時間認定の方は

９時～１７時までの利用です

おやつ

あそび



保育所名

令和８年４月１日現在

　　

●延長保育事業　　１８：００～１９：００

●地域における異年齢交流　　横代小学校１，５年生と交流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の未就園児との交流（ひなたっこ）

●障害児保育事業

●子育て支援　　地域の未就園児　子育て相談

実費に係る
利   用   者
負   担   金

●３，４，５歳児の給食にかかる服飾費（月額　４，５００円）
　　→給食のおかずやおやつにかかる費用を負担するもの。
　　※口座振替（要申込）、もしくは副食費の払い過ぎが生じた場所は還付を行います。（日割り計算）
●日本スポーツ振興センター共済掛金（２５０円）
　　→万一の怪我に備えて、共済掛金に加入するもの。
●保護者会費（月額　２００円）
　　→保護者会からのプレゼント代、修了写真などに使用するもの。
　　※状況により開披が変わることがあります。
●児童帽子代金（１個 １，１００円）
　　→ 児童の健康を考慮すると必要なものであり、外遊びや園外保育時に使用するもの。

そ  の  他
特記事項

【緊急時における対応方法】
　●保育の提供を行っているときに、入所児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、
　　速やかに嘱託医又は入所児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じます。
　●保育の提供により事故が発生した場合は、区保健福祉課、入所児童の保護者等に連絡する
　　とともに、必要な措置を講じます。
　●事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、
　　発生防止のための対策を講じます。

【非常災害対策】
　非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、
　月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施します。

【虐待の防止のための措置に関する事項】
　入所児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行う
　とともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じます。

利用の開始
及び終了に
関する事項

●北九州市が行う利用調整により、利用者を決定します。なお、利用調整においては、保育の必要の程
度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い子どもから利用先が決定されます。
●利用を終了する場合は、必ず「支給認定終了届出書(兼 保育所等退所届出書)」を提出してください。

各種保育
事 業 の
実施状況

年間行事
予　　定

 ８月　　夏の遊びおさめ

 ９月　　生活発表会（年長・年中・年長児）

11月　　運動会

12月　　消防総合訓練　クリスマス会

 １月　　保育参観　講演会

 ２月　　豆まき

北九州市立　蜷田保育所

 ５月　　健康診断　親子遠足
　　　　　シルエット劇場（年長児）
　 ６月　　保育参観週間
　　　　　歯科検診（年中・年長児）

 ７月　　七夕　夏祭りごっこ
　　　　　日帰り保育（年長児）

 ３月　　ひな祭り　お別れパーティ
　　　　　卒園式　修了式

 ４月　　進級式　クラス懇談会 10月　　健康診断　秋の遠足　芋ほり


